
愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第５節 精神保健医療対策 
 【現状と課題】                  

第５節 精神保健医療対策 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築 

○ 保健・医療・福祉関係者による協議
の場を県や障害保健福祉圏域、市町村
ごとに設置して、精神科病院からの地
域移行の推進や、精神障害者の地域生
活支援のための体制整備に取り組んで
います。 

○ 地域で生活する精神障害者を支える
精神科訪問看護を提供する病院は人口
10 万対 0.4 か所（実数 30 か所）、診療
所数は人口 10万対 0.28 か所（実数 21
か所）で、全国平均（病院 0.66 か所、
診療所 0.36 か所）に比べて低くなって
います（平成 29 年(2017)医療施設調
査）。 

また、在宅で療養している患者への

医療等の提供を行う精神科在宅患者支

援管理料、精神科退院時共同指導料の

届出のある医療機関はそれぞれ９か

所、25 か所（施設基準の届出受理状況

 課  題 

○ 障害保健福祉圏域（２次
医療圏）、市町村ごとの保
健・医療・福祉関係者による
協議の場を通じて、精神科
医療機関、地域援助事業者
（一般・特定相談支援事業
者、居宅介護支援事業者
等）、市町村、保健所等が連
携し、地域の課題を共有化
した上で、地域包括ケアシ
ステムの構築に資する取組
をさらに推進していく必要
があります。 

○ 地域で生活する精神障害
者を支える医療サービスを
提供する医療機関等を増や
していく必要があります。 

 現  状 
１ 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築 

○ 保健所、地域アドバイザー、基幹相談
支援センター（又は市町村委託相談支
援事業所）から構成される「コア機関チ
ーム」が核となり、精神科病院からの地
域移行の推進や、精神障害者の地域生
活支援のための体制整備に取り組んで
います。 

○ 地域で生活する精神障害者を支える
アウトリーチについては、往診又は在
宅患者訪問診療を実施する精神科病院
は 28か所、精神科訪問看護を提供する
病院は人口 10万対 0.37 か所（実数 28
か所）、診療所数は人口 10 万対 0.19 か
所（実数 14 か所）で、全国平均（病院
0.69 か所、診療所 0.36 か所）に比べて
低くなっています（平成 26 年医療施設
調査）。 

   なお、県精神医療センターでは精神
障害者の地域移行を進めるためのモデ
ル的なＡＣＴを実施しています。 

 課  題 

○ 障害福祉圏域（２次医療
圏）ごとの保健・医療・福祉
関係者による協議の場を通
じて、精神科医療機関、地域
援助事業者（一般・特定相談
支援事業者、居宅介護支援
事業者等）、市町村、保健所
等が連携し、地域の課題を
共有化した上で、地域包括
ケアシステムの構築に資す
る取組をさらに推進してい
く必要があります。 

○ アウトリーチ（訪問診療、
訪問看護、ＡＣＴ等）に取り
組む医療機関等を増やして
いく必要があります。 

※第１回地方精神保健福祉審議会後の修正には下線がついています。

1

資料１－２

（中間見直し案） （現行計画）

※第１回地方精神保健福祉審議会後の修正は下線のとおり。



（東海北陸厚生局、令和２（2020）年

12 月１日現在））となっています。 

   なお、県精神医療センターでは精神
障害者の地域移行を進めるためのＡＣ
Ｔを実施しています。 

２ 多様な精神疾患等に対応できる医療機
能の明確化 

（１）統合失調症 
○ 平成29(2017)年患者調査によれば
統合失調症、統合失調型障害および
妄想性障害による患者数は約 9 万 9
千人となっています。 

○ 治療抵抗性統合失調症治療薬によ
る治療を実施している精神科医療機
関は 25 か所です。 

（２）うつ病・躁うつ病（双極性障害） 
○ 平成29(2017)年患者調査によれば
躁うつ病を含む気分（感情）障害に
よる患者数は約 6 万 7 千人となって
います。 

（削除） 

○ うつ病等の早期発見・早期治療を
図るため、かかりつけ医が精神疾患
に関する知識を習得するための「か
かりつけ医等心の健康対応力向上研
修」を実施しています。 

（３）認知症 
  ○ 平成29(2017)年患者調査によれば

認知症の患者数は約 4 万 1 千人とな

○ 治療抵抗性統合失調症治
療薬や mECT（修正型電気け
いれん療法）等の専門的治
療方法の普及のため、精神
科医療機関と血液内科・麻
酔科等を有する医療機関と
の連携を図るととともに、
治療を行う医療機関を明確
にする必要があります。 

〇 認知行動療法や mECT が
実施できる医療機関を明確
にする必要があります。 

（削除） 

２ 多様な精神疾患等に対応できる医療機
能の明確化 

（１）統合失調症 
○ 平成 26 年患者調査によれば統合
失調症、統合失調型障害および妄想
性障害による患者数は約 10 万人と
なっています。 

○ 治療抵抗性統合失調治療薬による
治療を実施している精神科医療機関
は 21ヵ所です。 

（２）うつ病・躁うつ病（双極性障害） 
○ 平成 26 年患者調査によれば躁う
つ病を含む気分（感情）障害による患
者数は約5万4千人となっています。

○ 一般診療所の医師や企業の産業医
等が精神科医と連携し、うつ病等が
疑われる患者を専門医につなげるG-
P ネットが稼動しています。平成
29(2017)年 3 月現在で、登録機関数
は 331 か所です。 

○ うつ病等の早期発見・早期治療を
図るため、かかりつけ医が精神疾患
に関する知識を習得するための「か
かりつけ医心の健康対応力向上研
修」を実施しています。 

（３）認知症 
  ○ 平成 26 年患者調査によれば認知

○ 治療抵抗性統合失調症治
療薬や mECT（修正型電気け
いれん療法）等の専門的治
療方法の普及のため、精神
科医療機関と血液内科・麻
酔科等を有する医療機関と
の連携を図るととともに、
治療を行う医療機関を明確
にする必要があります。 

（新規） 

〇  G-P ネットについて
は、利用実績が少ないた
め、その活用方法等につい
て検討する必要がありま
す。
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っています。国の調査によると平成
37(2025)年には認知症となる人が約
700 万人前後になると推計されてお
り、65歳以上高齢者に対する割合は
現状の約 7 人に 1 人から約 5 人に 1
人に上昇する見込みです。 

  ○ 令和元(2019)年度末現在、平成
18(2006)年度から実施しているかか
りつけ医認知症対応力向上研修累計
受講者数は 3,613 人、平成 17(2005)
年度から実施している認知症サポー
ト医養成研修累計受講者数は 618
人、平成 25(2013)年度から実施して
いる一般病院勤務の医療従事者に対
する認知症対応力向上研修累計受講
者数は 9,349 人です。 

○ 県内には、認知症の専門相談や鑑
別診断等を行う認知症疾患医療セン
ターが 14か所整備されています。令
和元(2019)年度の認知症鑑別診断件
数は 3,908 件(名古屋市指定分を除
く)です。 

（４）児童・思春期精神疾患 
○ 県内には児童・精神科の病床が県
医療療育総合センター中央病院に25
床あるほか、（国）東尾張病院には児
童・思春期専門病床 14 床が整備され
ています。また、平成 30(2018)年 2
月には県精神医療センターに児童青
年期の専門病棟 22床、専門デイケア
が整備されています。 

○ 従来、県あいち小児医療センター
で担ってきた心療科については、平
成30(2018)年 4月に県コロニー（現・
医療療育総合センター）中央病院へ
移管し、33 床整備されています。 

（５）発達障害 

○ 認知症に対応できる医師
等の人材育成を更に進める
必要があります。 

○ 認知症疾患医療センター
の整備を進めるとともに、
認知症に対応できる医療機
関を明確にし、また、早期発
見等を図るため関係機関の
連携を進めていく必要があ
ります。 

○ 児童・思春期精神疾患に
対応できる専門医療機関を
明確にし、専門職を養成し
ていく必要があります。 

症の患者数は約 4 万 5 千人となって
います。国の調査によると平成
37(2025)年には認知症となる人が約
700 万人前後になると推計されてお
り、65歳以上高齢者に対する割合は
現状の約 7 人に 1 人から約 5 人に 1
人に上昇する見込みです。 

  ○ 平成 28(2016)年度末現在、平成
18(2006)年度から実施しているかか
りつけ医認知症対応力向上研修累計
受講者数は 2,882 人、平成 17(2005)
年度から実施している認知症サポー
ト医養成研修累計受講者数は 368
人、平成 25(2013)年度から実施して
いる一般病院勤務の医療従事者に対
する認知症対応力向上研修累計受講
者数は 5,765 人です。 

○ 県内には、認知症の専門相談や鑑
別診断等を行う認知症疾患医療セン
ターが 12か所整備されています。平
成28(2016)年度の認知症鑑別診断件
数は 3,327 件です。 

（４）児童・思春期精神疾患 
○ 県内には児童・精神科の病床が県
コロニー中央病院に 25床あるほか、
（国）東尾張病院には児童・思春期専
門病床 14床が整備されています。ま
た、平成 30(2018)年 2 月には県精神
医療センターに児童青年期の専門病
棟 22床、専門デイケアが整備されて
います。 

○ 従来、県あいち小児医療センター
で担ってきた心療科については、平
成 30(2018)年 4月に県コロニー中央
病院へ移管し、引き続き対応してい
きます。 

（５）発達障害 

○ 認知症に対応できる医師
等の人材育成を更に進める
必要があります。 

○ 認知症疾患医療センター
の整備を進めるとともに、
認知症に対応できる医療機
関を明確にし、また、早期発
見等を図るため関係機関の
連携を進めていく必要があ
ります。 

○ 児童・思春期精神疾患に
対応できる専門医療機関を
明確にし、専門職を養成し
ていく必要があります。 
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○ あいち発達障害者支援センターに
おいて、家族・支援者向けに相談に
応じ、研修を実施しています。 

○ 県医療療育総合センター中央病院
を中心とした「発達障害医療ネット
ワーク」では、発達障害医療の現状
と課題を踏まえ、診療技能の研修、
啓発等を通じ、発達障害に対応でき
る人材育成の支援等を実施していま
す。 

○ 平成 28(2016)年度から「かかりつ
け医等発達障害対応力向上研修」を
実施しています。 

○ 県精神医療センターにおいて平成
30(2018)年 2 月に発達障害のある成
人患者に対する専門病床が設置され
ています。 

（６）依存症 
○ アルコール・薬物・ギャンブル等
依存症者に対して回復支援プログラ
ムを精神保健福祉センターで実施し
ています。また、家族教室や支援者
に対し研修等を実施しています。 

○ アルコール健康障害対策について
は、平成28(2016)年度に策定した「愛
知県アルコール健康障害対策推進計
画」に基づき、相談体制の整備や人
材育成等の取組を進めています。 

〇 ギャンブル等依存症対策について
は、令和元(2019)年に策定した「愛
知県ギャンブル等依存症対策推進計
画」に基づき、発症予防、進行・再発
予防及び回復支援、依存症対策の基
盤整備、多重債務問題等への取組を
進めています。 

〇 依存症専門医療機関の令和 2
（2020）年 4 月 1 日現在の選定状況
については、アルコール健康障害 8
か所、薬物依存症 4 か所、ギャンブ

○ 発達障害に対応できる専
門医療機関を明確にし、更
に専門職を養成していく必
要があります。 

○ アルコール、薬物、ギャ
ンブル等依存症に対応でき
る専門医療機関の整備を更
に進める必要があります。 

○ あいち発達障害者支援センターに
おいて、家族・支援者向けに相談に応
じ、研修を実施しています。 

○ 県コロニー中央病院を中心とした
「発達障害医療ネットワーク」では、
発達障害医療の現状と課題を踏ま
え、診療技能の研修、啓発等を通じ、
発達障害に対応できる人材育成の支
援等を実施しています。 

○ 平成 28(2016)年度から「かかりつ
け医等発達障害対応力向上研修」を
実施しています。 

○ 県精神医療センターにおいて平成
30(2018)年 2 月に発達障害のある成
人患者に対する専門病床が設置され
ています。 

（６）依存症 
○ アルコール・薬物・ギャンブル依存
症者に対して回復支援プログラムを
精神保健福祉センターで実施してい
ます。また、家族教室や支援者に対し
研修等を実施しています。 

○ アルコール依存症対策について
は、平成28(2016)年度に策定した「愛
知県アルコール健康障害対策推進計
画」に基づき、相談体制の整備や人材
育成等の取組を進めています。 

（新規） 

（新規） 

○ 発達障害に対応できる専
門医療機関を明確にし、更
に専門職を養成していく必
要があります。 

○ アルコール、薬物、ギャ
ンブル等依存症に対応でき
る専門医療機関を明確にす
る必要があります。 
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ル等依存症 2か所となっています。 

（７）その他の精神疾患等 
○ 平成 29（2017）年患者調査によれ
ばてんかんの患者数は約 8 千人とな
っています。また、外傷後ストレス
障害（ＰＴＳＤ）、摂食障害による全
国の患者数は、それぞれ約 7 千人、
約 1万 5千人となっています。 

○ 高次脳機能障害については、名古
屋市総合リハビリテーションセンタ
ー及び特定非営利活動法人高次脳機
能障害者支援「笑い太鼓」を県の高
次脳機能障害支援拠点機関としてい
ます。 

（８）精神科救急 
  ○ 精神科救急情報センターでは、24

時間 365 日体制で精神障害者やその
家族等からの電話相談への対応や医
療機関の紹介等を行っており、令和
元(2019)年度は 5,664 件の相談があ
り、その内訳は電話相談 2,951 件、
当番病院等医療機関案内 2,394 件等
となっています。 

  ○ 夜間・休日の精神科救急医療体制
については、県内 3 ブロックの輪番
制（空床各１床）と後方支援基幹病
院（空床各１床）、及び県精神医療セ
ンターの後方支援（空床５床）によ
り運用しており、令和元(2019)年度
の対応件数は 2,977 件で、うち入院
は 1,040 件となっています。 

  ○ 精神科救急医療体制において当番
病院が複数の患者の受入を行った日
数（令和元(2019)年度）は、延べ 134
日（尾張Ａブロック 66日、尾張Ｂブ
ロック 46 日、三河ブロック 22 日）
となっています。 

○ てんかん、外傷後ストレ
ス障害（PTSD）、摂食障害、
高次脳機能障害のそれぞれ
の疾患等に対応できる医療
機関を明確にし、専門職を
養成していく必要がありま
す。 

○ 各ブロック内で確保して
いる病床を超えた患者の入
院が必要な場合に対応でき
る体制の円滑な運用を図る
必要があります。 

○ 精神科救急対応の迅速化
を図る必要があります。 

（７）その他の精神疾患等 
○ 平成 26 年患者調査によればてん
かんの患者数は約 1 万人となってい
ます。また、外傷後ストレス障害（Ｐ
ＴＳＤ）、摂食障害による全国の患者
数は、それぞれ約３千人、約１万人と
なっています。 

○ 高次脳機能障害については名古屋
市総合リハビリテーションセンター
を県の高次脳機能障害支援拠点機関
としています。 

（８）精神科救急 
  ○ 精神科救急情報センターでは、24

時間 365 日体制で精神障害者やその
家族等からの電話相談への対応や医
療機関の紹介等を行っており、平成
28(2016)年度は 4,795 件の相談があ
り、その内訳は電話相談 2,476 件、
当番病院等医療機関案内 2,319 件等
となっています。 

  ○ 休日・夜間の精神科救急医療体制
については、県内 3 ブロックの輪番
制（空床各１床）と後方支援基幹病院
（空床各１床）、及び県精神医療セン
ターの後方支援（空床５床）により運
用しており、平成 28(2016)年度の対
応件数は 2,862 件で、うち入院は 862
件となっています。 

  ○ 精神科救急医療体制において当番
病院が複数の患者の受入を行った日
数（平成 28(2016)年度）は、延べ 109
日（尾張Ａブロック 65日、尾張Ｂブ
ロック 23 日、三河ブロック 21 日）
となっています。 

○ てんかん、外傷後ストレ
ス障害（PTSD）、摂食障害、
高次脳機能障害のそれぞれ
の疾患等に対応できる医療
機関を明確にし、専門職を
養成していく必要がありま
す。 

○ 各ブロック内で確保して
いる病床を超えた患者の入
院が必要な場合に対応でき
る体制の円滑な運用を図る
必要があります。 

○ 精神科救急対応の迅速化
を図るため、休日・夜間にお
ける通報受理体制及び移送
体制を整備する必要があり
ます。 
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（９）身体合併症 
  ○ 令和元(2019)年度末現在、２か所

の精神科医療機関に 34床の精神・身
体合併症病床があります。また、平
成 25(2013)年度から平成 27(2015)
年度まで救急医療機関と精神科病院
の連携モデル事業に取り組み、令和
元(2019)年度末現在、９か所の身体
一般科医療機関が精神科病院と連携
しています。 

（10）自殺対策 
  ○ 平成 29(2017)年度に策定した「あ

いち自殺対策総合計画」に基づく取
組を推進し、令和元 (2019)年の自殺
者数は 1,062 人と、平成 26(2014)年
以降減少していますが、今般の新型
コロナウイルス感染症拡大による社
会経済活動への影響により、自殺の
リスクが高まることもあり得ます。 

（11）災害精神医療 
  ○ 災害時に被災地での精神科医療の

提供や被災した医療機関への専門的
支援を行う災害派遣精神医療チーム
（DPAT）については令和２(2020)年
４月１日現在県内で 25 チームが編
成可能です。 

○ 災害時に精神科医療を提供する上
での中心的な役割を担う災害拠点精
神科病院を、令和 2（2020）年 3月末
に 2病院を指定しています。 

（12）医療観察法における対象者への医療
○ 令和 2(2020)年４月現在、入院処
遇を実施している指定入院医療機関
は２か所で、指定通院医療機関は 19
か所です。 

○ 身体一般科医療機関と精
神科病院との連携を推進し
ていく必要があります。 

○ あいち自殺対策総合計画
に基づき、更なる自殺防止
の取組を推進する必要があ
ります。 

○ ＤＰＡＴの養成及び質の
向上を図るとともに、災害
拠点精神科病院の拡充によ
り、災害時における精神科
医療提供体制を強化するこ
とが必要です。 

○ 治療抵抗性統合失調症治
療薬の使用可能な指定通院
医療機関の一層の確保を図
る必要があります。

（９）身体合併症 
  ○ 平成 28(2016)年度末現在、２か所

の精神科医療機関に 34床の精神・身
体合併症病床があります。また、平成
25(2013)年度から平成27(2015)年度
まで救急医療機関と精神科病院の連
携 モ デ ル 事 業 に 取 組 み 、 平 成
28(2016)年度末現在、９か所の救急
医療機関が精神科病院と連携してい
ます。 

（10）自殺対策 
  ○  平成 25(2013)年度から平成

29(2017)年度までを計画期間とした
「あいち自殺対策総合計画」に基づ
く取組を推進し、平成 28(2016)年の
自 殺 者 数 は 1,180 人 と 、 平 成
26(2014)年以降減少しています。 

（11）災害精神医療 
  ○ 災害時に被災地での精神科医療の

提供や被災した医療機関への専門的
支援を行う災害派遣精神医療チーム
（DPAT）については平成 29(2017)年
10月１日現在県内で９チームが編成
可能です。 

（新規） 

（12）医療観察法における対象者への医療
○ 平成 29(2017)年５月現在、入院処
遇を実施している指定入院医療機関
は２か所で、指定通院医療機関は 18
ヵ所です。 

○ 救急医療機関と精神科病
院との連携を推進していく
必要があります。 

○ あいち自殺対策総合計画
に基づく取組を推進し、更
なる自殺者数の減少を目指
す必要があります。 

○ 災害時に精神疾患を有す
る患者の受け入れ機能、災
害派遣精神医療チーム
（DPAT）の派遣機能等を有
する災害拠点精神科病院を
指定し、災害時における精
神科医療提供体制を強化す
ることが必要です。 

○ 治療抵抗性統合失調症薬
の使用可能な指定通院医療
機関の一層の確保を図る必
要があります。
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３ 圏域の設定
○ 精神疾患の医療体制を構築するにあ

たって、多様な精神疾患等ごとに求
められる医療機能を明確にして精神
医療圏を設定することとされていま
す。

○ 圏域を設定するにあたっ
ては、各医療機関の医療機
能及び地域の医療資源等の
実情を勘案して設定する必
要があります。 

３ 圏域の設定
○ 精神疾患の医療体制を構築するにあた

って、多様な精神疾患等ごとに求め
られる医療機能を明確にして精神医
療圏を設定することとされていま
す。 

○ 圏域を設定するにあたっ
ては、各医療機関の医療機能
及び地域の医療資源等の実情
を勘案して設定する必要があ
ります。 

【今後の方策】 
１ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
 ○ 精神障害の程度にかかわらず、地域で暮らしていける地域包括ケ

アシステムの構築を進めていくため、第６期障害福祉計画との整合
性を図り、設定する数値目標の達成を目指します。

 ○ 「精神障害者地域移行・地域定着推進協議会」を開催し、地域移行・
地域定着推進のための県の体制整備のあり方を検討していきます。

 ○ 地域移行・地域定着支援に携わる職員の人材育成や、医療と福祉の
連携を促進する研修を実施していきます。

 ○ 当事者の経験を活かして地域移行・地域定着支援に携わる「ピアサ
ポーター」の養成研修を実施します。

 ○ ピアサポーターが精神科病院を訪問し、地域生活の体験談を語る
ことにより、入院中の患者が地域生活への希望をもてるよう支援す
るプログラムを実施していきます。

 ○ アウトリーチを推進するための普及啓発や関係機関への働きかけ
を実施します。

２ 多様な精神疾患等に対応できる医療機能の明確化等
 ○ 多様な精神疾患等に対応できる精神科医療機関の医療機能を明確

にします。

  （削除）

（削除）

  ○ 県医療療育総合センター中央病院は、発達障害を含めた障害児・
者の地域生活を支援するため、発達障害医療ネットワーク及び重症
心身障害児者療育ネットワークの中核として、引き続き関係機関と
の連携を図り、支援体制整備を進めます。

【今後の方策】 
１ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
 ○ 精神障害の程度にかかわらず、地域で暮らしていける地域包括ケ

アシステムの構築を進めていくため、第５期障害福祉計画との整合
性を図り、設定する数値目標の達成を目指します。

 ○ 「精神障害者地域移行・地域定着推進協議会」を開催し、地域移行・
地域定着推進のための県の体制整備のあり方を検討していきます。

 ○ 地域移行・地域定着支援に携わる職員の人材育成や、医療と福祉の
連携を促進する研修を実施していきます。

 ○ 当事者の経験を活かして地域移行・地域定着支援に携わる「ピアサ
ポーター」の養成研修を実施します。

 ○ ピアサポーターが精神科病院を訪問し、地域生活の体験談を語る
ことにより、入院中の患者が地域生活への希望をもてるよう支援す
るプログラムを実施していきます。

 ○ アウトリーチを推進するための普及啓発や関係機関への働きかけ
を実施します。

２ 多様な精神疾患等に対応できる医療機能の明確化等
 ○ 多様な精神疾患等に対応できる精神科医療機関の医療機能を明確

にします。

 ○ G-P ネットについては、活用方法等について検討を進めていきま
す。

 ○ ２次医療圏に１か所の認知症疾患医療センターの整備を進めてい
きます。

  ○ 県コロニー中央病院については、県あいち小児医療センター心療
科を統合し、発達障害を含めた障害児・者の地域生活を支援する発達
障害者医療ネットワーク及び重心療育ネットワークの拠点として整
備を進めます。
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  ○ 精神・身体合併症連携推進事業を引き続き実施し、身体一般科医
療機関と精神科病院の連携を図ります。

○ 依存症患者が地域で適切な治療を受けられるようにするため、ア
ルコール・薬物・ギャンブル等依存症の専門医療機関を選定します。

  ○ 第３期あいち自殺対策総合計画に基づき、総合的な対策を推進し
ます。

  ○ 精神科救急対策においては県精神医療センターに後方支援病床５
床確保し、各ブロックで確保した病床を超えた患者の入院が必要な
場合の受入れを行います。

○ 精神科救急医療体制については、通報等の対応の迅速化を図りま
す。

  ○ ＤＰＡＴの養成及び質の向上を図るとともに、災害拠点精神科病
院の拡充により、災害時における精神科医療提供体制の充実を図り
ます。

３ 圏域の設定
○ 精神疾患医療体制の圏域（精神医療圏）は、精神病床における基準
病床数が都道府県を１単位として定められていること及び、各医療
機関の医療機能や地域ごとの医療資源の状況から全県的な連携・対
応が必要であることから全県で１圏域とします。

○ 精神科救急医療については、県内を３ブロックに分け、ブロックご
との輪番制による当番病院と後方支援基幹病院による対応を基本と
して、引き続き運用します。

○ 保健・医療・福祉の連携や医療機能の明確化については、身近な地
域での連携や医療提供が必要であるため、障害保健福祉圏域や２次
医療圏を考慮します。

  ○ 精神・身体合併症連携推進事業を引き続き実施し、救急医療機関と
精神科病院の連携を図ります。

○ アルコール健康障害対策推進計画に基づき、アルコール依存症の
治療等の拠点となる専門医療機関を指定します。

  ○ 第３期あいち自殺対策総合計画を策定し、計画に基づき総合的な
対策を推進します。

  ○ 精神科救急対策においては県精神医療センターに後方支援病床５
床確保し、各ブロックで確保した病床を超えた患者の入院が必要な
場合の受入れを行います。

○ 精神科救急医療体制については、通報等に対する事務手続きの明
確化や迅速化を図るとともに、休日・夜間の通報受理体制及び移送体
制について、引き続き関係機関等と検討を進め、体制整備を図りま
す。

 ○ 災害拠点精神科病院を指定し、災害時における精神科医療提供体
制の充実を図ります。

３ 圏域の設定
○ 精神疾患医療体制の圏域（精神医療圏）は、精神病床における基準
病床数が都道府県を１単位として定められていること及び、各医療
機関の医療機能や地域ごとの医療資源の状況から全県的な連携・対
応が必要であることから全県で１圏域とします。

○ 精神科救急医療については、県内を３ブロックに分け、ブロックご
との輪番制による当番病院と後方支援基幹病院による対応を基本と
して、引き続き運用します。

○ 保健・医療・福祉の連携や医療機能の明確化については、身近な地
域での連携や医療提供が必要であるため、障害福祉圏域や２次医療
圏を考慮します。
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項目 平成32年度末 平成36年度末 備考 

精神病床における入院需要（患者数）（*1） 9,846 人 8,151 人 

（平成 26 年推

計）（10,932 人）

(*5) 

精神病床における急性期（3か月未満）

入院需要（患者数）（*1） 
2,289 人 2,308 人 (2,224 人)(*5)

精神病床における回復期（3 か月以上１

年未満）入院需要（患者数）（*1） 
1,781 人 1,822 人 (1,698 人)(*5)

 精神病床における慢性期（１年以上） 

入院需要 
5,776 人 4,021 人 (7,010 人)(*5)

精神病床における慢性期入院需要

（65 歳以上患者数）（*1）（*2） 
2,774 人 1,938 人 (3,226 人)(*5)

精神病床における慢性期入院需要

（65 歳未満患者数）（*1）（*3） 
3,002 人 2,083 人 (3,784 人)(*5)

地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）

（*4） 
1,424 人 3,259 人 

地域移行に伴う基盤整備量 

（65 歳以上利用者数）（*4） 
 639 人 1,400 人 

地域移行に伴う基盤整備量 

（65 歳未満利用者数）（*4） 
 785 人 1,859 人 

項目 平成 32 年度末 備考 

精神病床における入院後3か月時点の退院率 69％ 

(平成 26 年度実

績) 

（61.3％） 

精神病床における入院後6か月時点の退院率 84％ （81.5％） 

精神病床における入院後 1年時点の退院率 91％ （89.7％） 

*1 精神病床に係る基準病床数の算定式（医療法施行規則第 30 条の 30 第 2 項）に基づき算出 

*2 地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉に係る基盤整備量の算定式（障害者総合支援法第 87 条第 1 項及び児童福

祉法第 33 条の 19 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本的な指針別表第 4 の 1〔別記参照。なお、α、

β、γにおける都道府県が定める値はα：0.85、β：0.96、γ：0.98。*3 及び*4 においても同じ。） 

*3 地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉に係る基盤整備量の算定式（上記指針別表第 4の 2）に基づき算出 

*4 地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉に係る基盤整備量の算定式（上記指針別表第 4の 3）に基づき算出 

*5 平成 26 年患者調査に基づく推計値（住所地ベース） 

〈別記〉障害者総合支援法第 87条第 1項及び児童福祉法第 33条の 19第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める

基本的な指針（抜粋） 

別表第４ 

１ １年以上長期入院者数（65 歳以上）  ΣＡ１Ｂ１×α×β＋ΣＡ２Ｂ１×γ 

２ １年以上長期入院者数（65 歳未満）  ΣＣ１Ｂ２×α×β＋ΣＣ２Ｂ２×γ 

３ 地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）ΣＡ３Ｂ３×(１－α×β)＋ΣＡ４Ｂ３×(１－γ) 

この算定式において、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｃ１、Ｃ２、α、β、γは、それぞれ次の値を

表すものとする。 

  Ａ１ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を

【目標値】 

項目 令和２年度末 令和５年度末 備考 

精神病床における入院需要（患者数）（*1） 9,846 人 9,004 人 

（平成 26 年推

計）（10,932 人）

(*4) 

精神病床における急性期（3か月未満）

入院需要（患者数）（*1） 
2,289 人 2,300 人 (2,224 人)(*4)

精神病床における回復期（3 か月以上１

年未満）入院需要（患者数）（*1） 
1,781 人 1,806 人 (1,698 人)(*4)

 精神病床における慢性期（１年以上） 

入院需要 
5,776 人 4,898 人 (7,010 人)(*4)

精神病床における慢性期入院需要

（65 歳以上患者数）（*1）（*2） 
2,774 人 2,349 人 (3,226 人)(*4)

精神病床における慢性期入院需要

（65 歳未満患者数）（*1）（*3） 
3,002 人 2,549 人 (3,784 人)(*4)

精神病床から退院後１年以内の地域におけ

る平均生活日数 
－ 316 日以上 

（平成 28 年３

月） 

308 日 

項目 

令和５年度末 

備考 

(平成 26年度実

績) 

精神病床における入院後3か月時点の退院率 69％ （61.3％） 

精神病床における入院後6か月時点の退院率 86％ （81.5％） 

精神病床における入院後 1年時点の退院率 92％ （89.7％） 

*1 精神病床に係る基準病床数の算定式（医療法施行規則第 30 条の 30 第 2項）に基づき算出 

*2 地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉に係る基盤整備量の算定式（障害者総合支援法第 87 条第 1 項及び児童福

祉法第 33 条の 19 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本的な指針別表第 4 の 1〔別記参照。なお、α、

β、γにおける都道府県が定める値はα：0.74、β：0.96、γ：0.98。*3 においても同じ。） 

*3 地域移行に伴う地域の精神保健医療福祉に係る基盤整備量の算定式（上記指針別表第 4の 2）に基づき算出 

*4 平成 26 年患者調査に基づく推計値（住所地ベース） 

【目標値】 
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〈別記〉障害者総合支援法第 87 条第 1項及び児童福祉法第 33 条の 19 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める

基本的な指針（抜粋） 

別表第４ 

１ １年以上長期入院者数（65 歳以上）  ΣＡ１Ｂ１×α×β＋ΣＡ２Ｂ１×γ 

２ １年以上長期入院者数（65 歳未満）  ΣＣ１Ｂ２×α×β＋ΣＣ２Ｂ２×γ 

３ 地域移行に伴う基盤整備量（利用者数）ΣＡ３Ｂ３×(１－α×β)＋ΣＡ４Ｂ３×(１－γ) 

この算定式において、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｃ１、Ｃ２、α、β、γは、それぞれ次の値を

表すものとする。 

  Ａ１ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を

有する者（認知症である者を除く。）に係る平成 26年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

  Ａ２ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を

有する者（認知症である者に限る。）に係る平成 26年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

  Ａ３ 精神病床における入院期間が１年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者（認

知症である者を除く。）に係る平成 26 年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

  Ａ４ 精神病床における入院期間が１年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者（認

知症である者に限る。）に係る平成 26 年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

  Ｂ１  当該都道府県の区域における、令和 5年における 65 歳以上の性別及び年齢階級別の推計人口 

Ｂ２ 当該都道府県の区域における、令和 5年における 65 歳未満の性別及び年齢階級別の推計人口 

  Ｂ３ 当該都道府県の区域における、令和 5年における性別及び年齢階級別の推計人口 

  Ｃ１ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を

有する者（認知症である者を除く。）に係る平成 26 年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

  Ｃ２ 精神病床における入院期間が１年以上である 65 歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を

有する者（認知症である者に限る。）に係る平成 26年における性別及び年齢階級別の入院受療率 

α  精神病床における入院期間が１年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合と

して、原則として 0.65 から 0.74までの間で都道府県知事が定める値 

   β  １年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度

化による影響値として、原則として 0.95 から 0.96 までの間で都道府県知事が定める値を 3乗した値 

   γ  １年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値とし

て、原則として 0.97 から 0.98 までの間で都道府県知事が定める値を 3乗した値 
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５ 精神疾患に係る指標 

【ストラクチャー指標】 

全国 愛知 出典 

統合失調症 
統合失調症を入院診療している精

神病床を持つ病院数 
人口１０万対 1.25 0.72

平成29年精神保健研

究所 

統合失調症を外来診療している医

療機関数 
人口１０万対 5.94 4.54

うつ・躁うつ病 
うつ・躁うつ病を入院診療している

精神病床を持つ病院数 
人口１０万対 1.25 0.72

うつ・躁うつ病を外来診療している

医療機関数 
人口１０万対 6.55 5.11

認知症 
認知症を入院診療している精神病

床を持つ病院数 
人口１０万対 1.24 0.71

認知症を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定) 
人口１０万対 5.12 3.73

認知症を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定しない) 
人口１０万対 45.42 39.19

児童 

  ・思春期精神疾患 

20歳未満の精神疾患を入院診療

している精神病床を持つ病院数 
人口１０万対 0.78 0.57

20歳未満の精神疾患を外来診療

している医療機関数 
人口１０万対 5.4 4.69

発達障害 
発達障害を入院診療している精神

病床を持つ病院数 
人口１０万対 0.91 0.64

発達障害を外来診療している医療

機関数(精神療法に限定) 
人口１０万対 4.5 3.94

発達障害を外来診療している医療

機関数(精神療法に限定しない) 
人口１０万対 19.88 17.94

アルコール依存症 
アルコール依存症を入院診療して

いる精神病床を持つ病院数 
人口１０万対 1.14 0.63

アルコール依存症を外来診療して

いる医療機関数 
人口１０万対 4.09 3.02

薬物依存症 
薬物依存症を入院診療している精

神病床を持つ病院数 
人口１０万対 0.39 0.35

薬物依存症を外来診療している医

療機関数 
人口１０万対 1.34 1.05

ギャンブル等依存症 
ギャンブル等依存症を入院診療し

ている精神病床を持つ病院数 
人口１０万対 0.05 - 

ギャンブル等依存症を外来診療し

ている医療機関数 
人口１０万対 0.32 0.13

PTSD 
PTSDを入院診療している精神病

床を持つ病院数 
人口１０万対 0.17 0.09

PTSDを外来診療している医療機

関数 
人口１０万対 1.92 1.77

５　精神疾患に係る指標

【ストラクチャー指標】

全国 愛知 出典

統合失調症
統合失調症を入院診療している精神

病床を持つ病院数
人口１０万対 1.25 0.7

統合失調症を外来診療している医療
機関数

人口１０万対 6.32 4.82

うつ・躁うつ病
うつ・躁うつ病を入院診療している精

神病床を持つ病院数
人口１０万対 1.25 0.7

うつ・躁うつ病を外来診療している医

療機関数
人口１０万対 6.88 5.34

認知症
認知症を入院診療している精神病床

を持つ病院数
人口１０万対 1.24 0.7

認知症を外来診療している医療機関

数(精神療法に限定)
人口１０万対 5.45 4.01

認知症を外来診療している医療機関

数(精神療法に限定しない)
人口１０万対 47.22 40.41

認知症疾患医療センターの指定数 指定医療機関数 - 14
令和２年４月１日
指定状況

児童
　　・思春期精神疾患

20歳未満の精神疾患を入院診療し

ている精神病床を持つ病院数
人口１０万対 0.76 0.56

20歳未満の精神疾患を外来診療し

ている医療機関数
人口１０万対 5.77 5

発達障害
発達障害を入院診療している精神病

床を持つ病院数
人口１０万対 1.03 0.62

発達障害を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定)
人口１０万対 5.27 4.44

発達障害を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定しない)
人口１０万対 17.89 16.2

アルコール依存症
アルコール依存症を入院診療してい

る精神病床を持つ病院数
人口１０万対 1.19 0.69

アルコール依存症を外来診療してい

る医療機関数
人口１０万対 4.46 3.23

依存症専門医療等機関（依存症専

門医療機関、依存症治療拠点機関）
数

指定機関数 - 8
令和元年度
指定状況

薬物依存症
薬物依存症を入院診療している精神

病床を持つ病院数
人口１０万対 0.56 0.42

薬物依存症を外来診療している医療

機関数
人口１０万対 1.95 1.42

依存症専門医療等機関（依存症専

門医療機関、依存症治療拠点機関）
数

指定機関数 - 4
令和元年度
指定状況

ギャンブル等依存症
ギャンブル等依存症を入院診療して
いる精神病床を持つ病院数

人口１０万対 0.08 -

ギャンブル等依存症を外来診療して

いる医療機関数
人口１０万対 0.42 0.24

依存症専門医療等機関（依存症専

門医療機関、依存症治療拠点機関）
数

指定機関数 - 2
令和元年度
指定状況

PTSD
PTSDを入院診療している精神病床

を持つ病院数
人口１０万対 0.39 0.29

PTSDを外来診療している医療機関

数
人口１０万対 2.98 2.49

高次脳機能障害 高次脳機能障害支援拠点機関数 人口１０万対 0.08 0.01
ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分
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全国 愛知 出典

摂食障害
摂食障害を入院診療している精神病

床を持つ病院数
人口１０万対 0.92 0.53

摂食障害を外来診療している医療機
関数(精神療法に限定)

人口１０万対 3.99 3.22

摂食障害を外来診療している医療機
関数(精神療法に限定しない)

人口１０万対 16.13 13.03

てんかん
てんかんを入院診療している精神病

床を持つ病院数
人口１０万対 1.25 0.7

てんかんを外来診療している医療機

関数(精神療法に限定)
人口１０万対 5.93 4.45

てんかんを外来診療している医療機

関数(精神療法に限定しない)
人口１０万対 42.85 38.07

てんかん診療拠点機関数 指定機関数 - 1

精神科救急

精神科救急医療施設（病院
群輪番型、常時対応型）数、
外来対応施設数及び身体合

併症対応施設数

対応施設数 - 41

身体合併症

身体合併症を診療している精神
病床を持つ病院数

(精神科救急・合併症入院料+精
神科身体合併症管理加算)

人口１０万対 0.8 0.52

精神疾患の受け入れ体制を持つ

一般病院数
　　(精神疾患診療体制加算+精
神疾患患者受入加算)

人口１０万対 0.76 0.46

精神科リエゾンチームを持つ病院
数

人口１０万対 0.14 0.12

自殺対策
救命救急入院料 精神疾患診断

治療初回加算をとる一般病院数
人口１０万対 0.08 0.08

災害精神医療 ＤＰＡＴ先遣隊登録医療機関数 人口１０万対 0.05 0.01
ＮＤＢ
平成29年度診療分

ＮＤＢ
平成29年度診療分

令和元年度
指定状況

ＮＤＢ
平成29年度診療分

全国 愛知 出典

摂食障害
摂食障害を入院診療している精神病

床を持つ病院数
人口１０万対 0.92 0.63

摂食障害を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定)
人口１０万対 3.88 3.29

摂食障害を外来診療している医療機

関数(精神療法に限定しない)
人口１０万対 15.84 13.21

てんかん
てんかんを入院診療している精神病

床を持つ病院数
人口１０万対 1.24 0.72

てんかんを外来診療している医療機

関数(精神療法に限定)
人口１０万対 5.52 4.26

てんかんを外来診療している医療機

関数(精神療法に限定しない)
人口１０万対 40.8 36.17

身体合併症

身体合併症を診療している精神
病床を持つ病院数

(精神科救急・合併症入院料+精
神科身体合併症管理加算)

人口１０万対 0.78 0.47

精神疾患の受け入れ体制を持つ
一般病院数

　　(精神疾患診療体制加算+精
神疾患患者受入加算)

人口１０万対 0.54 0.28

精神科リエゾンチームを持つ病院
数

人口１０万対 0.04 0.07

自殺対策
救命救急入院料 精神疾患診断
治療初回加算をとる一般病院数

人口１０万対 0.06 -

平成29年精神保健研
究所
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【アウトカム指標】

全国 愛知 出典

0.66 0.69

0.82 0.85

0.90 0.91

0.20 0.21

0.28 0.29

0.36 0.36

0.37 0.34

0.40 0.38

0.43 0.40

24998 783

31629 1352

27071 712

20033 882

106171 3318

80504 4055

精神病床における入院後3ヶ月時点の退院率

平成29年精神保健研
究所

精神病床における入院後6ヶ月時点の退院率

精神病床における入院後12ヶ月時点の退院率

精神病床における退院後3ヶ月時点の再入院率　（1年未満入院患者）

精神病床における退院後6ヶ月時点の再入院率　（1年未満入院患者）

精神病床における退院後12ヶ月時点の再入院率（1年未満入院患者）

精神病床における退院後3ヶ月時点の再入院率  （1年以上入院患者）

精神病床における退院後6ヶ月時点の再入院率  （1年以上入院患者）

精神病床における退院後12ヶ月時点の再入院率（1年以上入院患者）

精神病床における急性期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における急性期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

精神病床における回復期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における回復期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

精神病床における慢性期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における慢性期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

【アウトカム指標】

全国 愛知 出典

0.64 0.64

0.81 0.81

0.88 0.88

0.17 0.19

0.26 0.29

0.35 0.38

0.34 0.31

0.37 0.33

0.41 0.39

29,181 1,036

29,816 1,526

30,167 889

16,953 774

104,880 3,524

61,088 3,319

精神病床における慢性期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における慢性期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

NDB
平成29年度診療分

令和元年精神保健福
祉資料（630調査）

精神病床における退院後12ヶ月時点の再入院率（1年以上入院患者）

精神病床における急性期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における急性期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

精神病床における回復期入院患者数（65歳以上）-施設所在地

精神病床における回復期入院患者数（65歳未満）-施設所在地

精神病床における退院後3ヶ月時点の再入院率　（1年未満入院患者）

精神病床における退院後6ヶ月時点の再入院率　（1年未満入院患者）

精神病床における退院後12ヶ月時点の再入院率（1年未満入院患者）

精神病床における退院後3ヶ月時点の再入院率  （1年以上入院患者）

精神病床における退院後6ヶ月時点の再入院率  （1年以上入院患者）

精神病床における入院後3ヶ月時点の退院率

精神病床における入院後6ヶ月時点の退院率

精神病床における入院後12ヶ月時点の退院率



アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

愛知県

精神医療センター
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

杉田病院 ○ ○ ○ ○

北区 楠メンタルホスピタル ○ ○ ○

中区 名古屋医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋大学

医学部附属病院
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

精治寮病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

瑞穂区 名古屋市立大学病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松蔭病院 ○ ○ ○ ○

まつかげ

シニアホスピタル
○

あいせい紀年病院 ○ ○ ○ ○

笠寺精治寮病院 ○ ○ ○ ○

東尾張病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紘仁病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

もりやま総合心療病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

天白区 八事病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

七宝病院 ○

好生館病院 ○ ○ ○ ○ ○

海部 あま市

名古
屋・尾
張中部

千種区

昭和区

南区

守山区

中川区

てん

かん

高次脳機

能

１２ 多様な精神疾患等に対応できる精神科医療機関名

（１） 各精神疾患に対して専門的治療を実施している精神病床のある病院

　精神疾患に関する愛知県医療機関医療機能アンケート調査（令和元年６月実施）に対する各医療機関の回答により作成。
　本調査での「専門的治療」とは、「初期治療だけでなく症状や家族関係・生活歴を踏まえ、高度な精神療法、環境調整・投薬等を行うこと」とした。
　※mECT（修正型電気けいれん療法）

医療圏 市区町村 病院名

治療抵抗

性統合失

調症薬

mECT
統合失調

症

うつ病・
躁うつ病

（双極性
障害）

認知症

児童･思

春期精神

疾患

PTSD
摂食

障害

発達

障害

依存症

アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

瀬戸市 しなのが丘病院 ○ ○

藤田医科大病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊明栄病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桶狭間病院藤田

こころケアセンター
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長久手市 愛知医科大学病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東郷町 和合病院 ○ ○ ○ ○ ○

上林記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

いまむら病院 ○ ○ ○ ○

いまいせ心療センター ○ ○ ○ ○ ○

厚生連稲沢厚生病院 ○ ○ ○

北津島病院 ○ ○ ○ ○ ○

東春病院 ○ ○ ○

医療法人　晴和会

あさひが丘ホスピタル
○ ○ ○

愛知県医療療育総合センター

中央病院
○ ○ ○ ○ ○

犬山市 犬山病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江南市 布袋病院 ○ ○ ○ ○

半田市 一ノ草病院 ○ ○

大府市 共和病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東浦町 大府病院 ○ ○ ○ ○

南知多町
みどりの風

南知多病院
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

春日井市

尾張
北部

知多
半島

豊明市

尾張
西部

一宮市

尾張
東部

稲沢市

てん
かん

高次脳機
能

医療圏 市区町村 病院名
治療抵抗
性統合失
調症薬

mECT
統合失調
症

うつ病・
躁うつ病
（双極性

障害）

認知症
児童･思
春期精神
疾患

PTSD
摂食
障害

発達
障害

依存症

令和元(2019)年 6 月に実施した精神疾患に関する

愛知県医療機関医療機能アンケート調査は、次回

令和 3（2021）年度に実施予定。 
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アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

北区
名古屋市立

西部医療センター
○ ○

西区
愛知県青い鳥

医療療育センター
○

熱田区
みなと医療生活協同

組合協立総合病院
○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋掖済会病院 ○ ○ ○ ○ ○

藤田医科大学

ばんたね病院
○ ○ ○

港区 中部労災病院 ○ ○ ○

名東区
独立行政法人

国立病院機構東名古屋病院
○

春日井市 春日井リハビリテーション病院 ○ ○ ○

大口町
医療法人　医仁会

さくら総合病院
○

半田市 藤田病院 ○ ○

大府市
国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター
○ ○

西三河

北　部
豊田市 厚生連　豊田厚生病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県三河青い鳥

医療療育センター
○ ○ ○ ○

医療法人　 友会

宇野病院
○

高次脳機
能

中川区

西三河

南部東
岡崎市

児童･思
春期精神
疾患

mECT

名古
屋・尾
張中部

知多
半島

依存症

PTSD
摂食
障害

認知症

尾張
北部

てん
かん

発達
障害

治療抵抗
性統合失
調症薬

（２）　各精神疾患に対して専門的治療を実施している精神科外来のある病院

　精神疾患に関する愛知県医療機関医療機能アンケート調査（令和元年６月実施）に対する各医療機関の回答により作成。
　本調査での「専門的治療」とは、「初期治療だけでなく症状や家族関係・生活歴を踏まえ、高度な精神療法、環境調整・投薬等を行うこと」とした。
　※mECT（修正型電気けいれん療法）

医療圏 市区町村 病院名
統合失調

症

うつ病・

躁うつ病

（双極性

障害）

アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

碧南市 碧南市民病院 ○ ○

西尾市 西尾市民病院 ○ ○ ○ ○ ○

知立市 富士病院 ○ ○ ○ ○

豊川市 豊川さくら病院 ○

蒲郡市 蒲郡市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 11 9 6 7 1 1 1 5 2 3 4 1 0

高次脳機
能

合計

児童･思
春期精神
疾患

mECT

東三河
南　部

西三河
南部西

依存症

PTSD
摂食
障害

認知症
てん
かん

発達
障害

治療抵抗
性統合失
調症薬

医療圏 市区町村 病院名
統合失調

症

うつ病・

躁うつ病

（双極性

障害）
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アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

石井クリニック ○ ○

星ヶ丘メンタルクリニック ○ ○

こんどうメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

観月診療所 ○ ○ ○ ○

すずかけクリニック ○ ○ ○ ○

小田クリニック ○ ○

大橋クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

池下やすらぎクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

池下クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

覚王山メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○

黒川医院 ○

愛知医科大学

メディカルクリニック
○ ○ ○

久屋大通いとうクリニック ○

ＬＵＮＡ　大曽根心療科 ○ ○

いなほクリニック ○ ○ ○

からだと心　泉やわらかクリ

ニック
○

こうようクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古
屋・尾
張中部

うつ病・
躁うつ病
（双極性

障害）

治療抵抗
性統合失
調症薬

高次脳機
能

児童･思
春期精神
疾患

認知症

千種区

東区

摂食
障害

発達
障害

（３）　各精神疾患に対して専門的治療を実施している診療所

　精神疾患に関する愛知県医療機関医療機能アンケート調査（令和元年６月実施）に対する各医療機関の回答により作成。
　本調査での「専門的治療」とは、「初期治療だけでなく症状や家族関係・生活歴を踏まえ、高度な精神療法、環境調整・投薬等を行うこと」とした。
　※mECT（修正型電気けいれん療法）

医療圏 市区町村 病院名
統合失調
症

mECT

依存症

PTSD
てん
かん

アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

高橋メンタルクリニック ○ ○

板倉医院 ○ ○ ○

鈴木医院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛こころのクリニック ○ ○ ○

大曽根メンタルクリニック ○ ○

小田井メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

のぞみメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

船山メンタルクリニック/

カウンセリングオフィス
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浄心こころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名駅さこうメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

名駅2丁目クリニック ○

仁愛診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吉田クリニック ○ ○ ○

なごやメンタルクリニック ○

山内メンタルクリニック ○ ○

ゆうゆう診療所 ○ ○ ○ ○

とわたり内科・心療内科 ○ ○ ○

菜の花こころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本陣こころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新宿ストレスクリニック　名古

屋院
○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋まごころ診療所 ○ ○ ○ ○ ○

名古
屋・尾
張中部

西区

うつ病・
躁うつ病
（双極性
障害）

中村区

治療抵抗
性統合失

調症薬

高次脳機
能

北区

児童･思
春期精神

疾患

認知症
摂食
障害

発達
障害

医療圏 市区町村 病院名
統合失調
症

mECT

依存症

PTSD
てん
かん
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アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

南メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○

五島メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神経科上前津クリニック ○ ○ ○ ○

栄メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

中メンタルクリニック ○ ○ ○ ○

かゆかわクリニック ○ ○ ○ ○

千種さわやかクリニック ○ ○

森川クリニック ○

広小路通メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

心療内科・内科　リエゾンメ

ディカル丸の内
○ ○ ○ ○

ひだまりこころクリニック金山

院
○ ○ ○ ○

ひだまりこころクリニックサン

シャインサカエ院
○ ○ ○ ○

福智クリニック ○ ○ ○ ○

八事クリニック ○

桜クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

室谷醫院 ○ ○

小早川医院 ○ ○

八事駅西メンタルクリニック ○ ○ ○ ○

あらたまこころのクリニック ○ ○ ○

こころの診療所

みずほクリニック
○

渋谷医院 ○ ○

名古
屋・尾
張中部

うつ病・

躁うつ病

（双極性
障害）

昭和区

中区

治療抵抗

性統合失

調症薬

高次脳機

能

児童･思

春期精神

疾患

認知症
摂食

障害

発達

障害
医療圏 市区町村 病院名

統合失調

症
mECT

依存症

PTSD
てん

かん

瑞穂区

アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

金山橋クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

井土医院 ○ ○

辻こころのクリニック ○

あつた白鳥クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中川区 五女子クリニック ○ ○ ○ ○

港区 あおぞらクリニック ○ ○

南区 大髙クリニック ○ ○ ○ ○ ○

だいどうクリニック ○ ○ ○

にじこころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○

Kこどもクリニック ○ ○ ○

井上医院 ○ ○ ○

小幡メンタルクリニック ○ ○

ひょうたん山医院 ○

有松クリニック ○ ○

鳴海ひまわりクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

砦前クリニック ○ ○ ○ ○

とくしげ

村上メンタルクリニック
○ ○ ○

南生協よってって横丁　メンタ
ルクリニックみなみ

○ ○

藍こころクリニック ○

ロイヤルベルクリニック ○

西山クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

志岐クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緑区

熱田区

守山区

うつ病・

躁うつ病
（双極性

障害）

治療抵抗

性統合失
調症薬

高次脳機
能

児童･思

春期精神
疾患

認知症
摂食
障害

発達
障害

医療圏 市区町村 病院名
統合失調
症

mECT

依存症

PTSD
てん
かん

名古
屋・尾
張中部

名東区

南区
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アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

神経科　神月クリニック ○ ○ ○ ○ ○

一社メンタルクリニック ○ ○

わたなべメンタルクリニック ○ ○ ○ ○

今井内科胃腸科クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

とみがおかクリニック ○ ○ ○ ○ ○

藤が丘さくらなみきクリニック ○ ○ ○ ○

トータルサポートクリニック名
東

○ ○

藤ヶ丘メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

とんぼヶ丘クリニック ○ ○ ○ ○

たけうち心療内科 ○ ○ ○

植田こころのクリニック ○ ○

のなみ心療クリニック ○ ○

ファミリーメンタルクリニック ○ ○

八事の森メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○

清須市 枇杷島古城こころクリニック ○ ○ ○ ○ ○

天白区

うつ病・

躁うつ病

（双極性
障害）

治療抵抗

性統合失

調症薬

高次脳機

能

児童･思

春期精神

疾患

認知症
摂食

障害

発達

障害
医療圏 市区町村 病院名

統合失調

症
mECT

依存症

PTSD
てん

かん

名古
屋・尾
張中部

名東区

アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

かとう心療クリニック ○ ○

COCORO CLINIC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弥富市 なごみこころのクリニック ○ ○

あま市 ひだまりこころクリニック ○ ○ ○ ○

いそべクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

さらクリニック ○ ○

たなかメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

瀬戸市 せとぐち心療内科クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

松橋俊夫クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさひ・こころのクリニック ○ ○

あいち熊木クリニック ○ ○ ○ ○ 　

日進メンタルクリニック ○ ○ ○ 　

あかいけ好日こころのクリニッ

ク
○ ○ ○ ○ 　

愛知淑徳大学クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

杁ヶ池メンタルクリニック ○

長久手市

日進市

蟹江町

尾張旭市

津島市

うつ病・

躁うつ病

（双極性
障害）

治療抵抗

性統合失

調症薬

高次脳機

能

児童･思

春期精神

疾患

認知症
摂食

障害

発達

障害
医療圏 市区町村 病院名

統合失調

症
mECT

依存症

PTSD
てん

かん

海部

尾張
東部
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アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

森中央クリニック ○ ○ ○

中村メンタルクリニック ○ ○ ○ ○

一宮むすび心療内科 ○ ○

セベ心療クリニック ○ ○ ○ ○ ○

とみつかクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

いそむらファミリークリニック ○ ○ ○

たいようクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

はるかメンタルクリニック ○ ○ ○

田中クリニック ○ ○ ○ ○ ○

嶋田メンタルクリニック ○

吉田クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

癒やしの森メンタルクリニック ○ ○ ○

いなざわこころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

高蔵寺駅前クリニック ○ ○ ○ ○

かちがわ心と体のクリニック ○ ○ ○

まきのファミリークリニック ○ ○ ○ ○ ○

犬山市 ともこころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

江南市 江南こころのクリニック ○ ○ ○ ○

すどうストレスケアクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小牧メンタルクリニック ○ ○ ○ ○

岩倉市 岩倉メンタルクリニック ○ ○

大口町 つくしこころクリニック ○ ○ ○

稲沢市

春日井市

一宮市

うつ病・

躁うつ病

（双極性

障害）

治療抵抗

性統合失

調症薬

高次脳機

能

児童･思

春期精神

疾患

認知症
摂食

障害

発達

障害
医療圏 市区町村 病院名

統合失調

症
mECT

依存症

PTSD
てん

かん

尾張
西部

尾張
北部

小牧市

アルコー
ル

薬物
ギャンブ
ル

半田市 やなべ診療内科 ○ ○ ○ ○ ○

東海市 JUNメンタルクリニック ○ ○ ○

大府こころのクリニック ○ ○ ○

楓の丘こどもと女性のクリニッ
ク

○ ○ ○ ○

知多市 新舞子メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

仁大駅前クリニック ○ ○

豊田浄水こころのクリニック ○ ○ ○ ○ ○

豊田土橋こころのクリニック ○

かすやメンタルクリニック ○ ○

みよしメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

はしたにクリニック ○ ○ ○ ○ ○

伊賀新クリニック ○ ○ ○ ○ ○

あおばクリニック ○ ○ ○ ○ ○

ならい心療内科 ○ ○ ○ ○

かごた公園メンタルクリニック ○

岡崎駅はるさきクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

おかざきよろず心のクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮川ホームケアクリニック ○ ○ ○ ○ ○

豊田市

みよし市

大府市

うつ病・

躁うつ病
（双極性

障害）

治療抵抗

性統合失
調症薬

高次脳機
能

児童･思

春期精神
疾患

認知症
摂食
障害

発達
障害

医療圏 市区町村 病院名
統合失調
症

mECT

依存症

PTSD
てん
かん

西三河
南部東

岡崎市

西三河
北　部

知多
半島
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アルコー

ル
薬物

ギャンブ

ル

堀クリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

羽根メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○

青山メンタルクリニック ○ ○

美園フォレストクリニック ○ ○

みつわクリニック ○ ○ ○ ○ ○

定塚メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こころのクリニック西尾 ○ ○ ○ ○ ○

みどりまち心療内科 ○ ○ ○

知立市 西中町クリニック ○ ○

至クリニック ○ ○ ○

かずおメンタルクリニック ○ ○ ○ ○

豊橋市こども発達センター ○ ○

豊橋ニコニコクリニック ○ ○ ○

里童こころと育ちのクリニック ○ ○

かみやメンタルクリニック ○ ○

内藤メンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○

きくちメンタルクリニック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

蒲郡市 蒲郡駅前クリニック ○ ○ ○

田原南こころのクリニック ○ ○

國見医院 ○ ○

125 153 81 75 94 23 16 16 57 43 27 21 2 0合計

刈谷市

田原市

豊川市

豊橋市

東三河
南　部

うつ病・

躁うつ病

（双極性

障害）

治療抵抗

性統合失

調症薬

高次脳機

能

児童･思

春期精神

疾患

認知症
摂食

障害

発達

障害
医療圏 市区町村 病院名

統合失調

症
mECT

依存症

PTSD
てん

かん

西三河
南部西

安城市

西尾市
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